
議第１１号 

高山市介護保険条例の一部を改正する条例について 

高山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和３年３月１日提出 

高山市長  國 島  芳 明 

提案理由 

介護保険料の改定等を行うため改正しようとする。 



   高山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 高山市介護保険条例（平成１６年高山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 平成３０年度から令和２年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各

号に定める額とする。 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とする。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第１

項第１号に掲げる者 ３３，１２０円 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第１

項第１号に掲げる者 ３４，５６０円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４

６，３２０円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４

８，３６０円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４

９，６８０円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５

１，７２０円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５

９，６４０円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６

２，１６０円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６

６，２４０円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６

９，０００円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７６，２０

０円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７９，３２

０円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第２２条の２第２項に規定

する特別控除額を控除して得た額とす

る。以下この項において同じ。）が１２５

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が



万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

０を下回る場合には、０とする。以下同

じ。）が１２５万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） イ （略） 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ８９，４０

０円 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ９３，１２

０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ９２，７６

０円 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ９６，６０

０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑼ 次のいずれかに該当する者 １１９，２

８０円 

⑼ 次のいずれかに該当する者 １２４，２

００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑽ 次のいずれかに該当する者 １２５，８

８０円 

⑽ 次のいずれかに該当する者 １３１，１

６０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １３２，４

８０円 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １３８，０

００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １３９，０

８０円 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １４４，９

６０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 １５

２，４００円 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 １５

８，７６０円 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 第１項第１号から第３号までのいずれかに

該当する第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度における保険料率は、同項第１号

から第３号までの規定にかかわらず、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

 ⑴ 第１項第１号に該当する者 ２０，７６

０円 



 ⑵ 第１項第２号に該当する者 ３１，０８

０円 

 ⑶ 第１項第３号に該当する者 ４８，３６

０円 

  

附 則 附 則 

第７条 （略） 第７条 （略） 

  

  （令和３年度から令和５年度までの保険料率

の算定に関する基準の特例） 

 第８条 第１号被保険者のうち、令和２年の合

計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する給与所得又

は同法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得が含まれている者の令和３年度に

おける保険料率の算定についての第３条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係

る部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、

「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得及び同法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得の

合計額については、同法第２８条第２項の規

定によって計算した金額及び同法第３５条第

２項第１号の規定によって計算した金額の合

計額から１０万円を控除して得た額（当該額

が０を下回る場合には、０とする。）によるも

のとし、租税特別措置法」とする。 

 ２ 前項の規定は、令和４年度における保険料

率の算定について準用する。この場合におい

て、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３

年」と読み替えるものとする。 

 ３ 第１項の規定は、令和５年度における保険



料率の算定について準用する。この場合にお

いて、同項中「令和２年」とあるのは、「令和

４年」と読み替えるものとする。 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保

険料については、なお従前の例による。 


